
『因明入正理論疏』における四相違の解釈（上）

護　山　真　也

＜キーワード＞　因明，仏教論理学，ディグナーガ，シャンカラスヴァーミン，四相違

はじめに
　本稿は，玄奘（602-664）の弟子にして法相宗の開祖である慈恩大師基（632-682）が著し
た『因明入正理論疏』（大正44，以下『大疏』と略記）のうち，四相違を解説した個所に対
する訳注研究の第一部を成す。
　『大疏』は，シャンカラスヴァーミン（ŚaGkarasvāmin, 商羯羅主，ca. 500-560）が著した
Nyāyapraveśaka に対する玄奘の漢訳『因明入正理論』（大正32）を詳細に解説したものであ
り1，ディグナーガ（Dignāga, 陳那，ca. 480-540）が体系化した仏教論理学が東アジア世界で
いかにして受容され，独自の展開を見せたのかを考える上で不可欠の資料である。実際，中
国・朝鮮・日本に伝わる因明学の伝統の中で，本書に対しては，これまで数多くの注釈・研
究書が残されてきた2。しかし，近代仏教学の確立以降，このテキストの評価に大きな変更が
加えられる。本邦においてその契機となったのは，漢訳文献のみならずインド哲学ならびに
インド仏教の該博な知識に裏付けられた中村（1960）の訳注研究であった。その「解題」に
おいて中村は，基に対して「厳密な論理学者であるべき慈恩」（p. 5）と呼び，「論理学者」
のレッテルを貼った上で，「インドの論理学がシナに移入された場合に，慈恩大師は因明の
規定する推論の意義を充分に理解することができなったのではないか」と苛烈な批判を加え
たのである。さらに中村は，基の解釈がインド仏教論理学の理解から逸脱している箇所を本
文の注で逐一具体的に指摘した。
　これに対して，唯識比量に関する膨大な文献を整理し，武邑（1986）以来停滞していた因
明学研究の再生のための見通しを提示した師（2015）は，中村に見られる「西洋論理学とイ
ンド論理学を正統とし，それに対する東アジアの因明を周縁と見る意識」（p. 29）とは距離
を取り，因明という東アジアの論理学をその思想史的コンテキストに配慮しながら見直すこ
とを提唱する。とりわけ第二章「唯識比量の成立と新羅における批判」では，基の『大疏』
における唯識比量解釈の問題も取り上げられ，中村により仏教論理学に対する無理解の例と
して出された「自許」等の語の解釈について，基が想定する論理学の体系のなかではそれら
が整合的に解釈できるという見解が示されている。
　本稿は，師の問題意識を共有しつつ，四相違に対する基の独自の解釈をその思想史的コン
テキストの中で正確に捉えることを目指す。四相違とは，推論において，立論しようとする

1 『入正理論』の書名および著者問題については，稲見（2011 :  22-24）を参照。
2 『入正理論』および『大疏』に対する諸注釈の情報については，武邑（1986）を参照。また，インド仏教
論理学に対する最新の研究を背景にして，東アジア世界における『入正理論』受容の問題を整理したものと
して，稲見（2011）がある。
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主張を正しく立証することのできない三種類の擬似的理由，すなわち，⑴不成立因
（asiddha），⑵ 不確定因（anaikāntika），⑶ 相違因（viruddha）のうちの⑶相違因に対する四
種 類 の 下 位 分 類 の こ と で あ る 。 そ の 四 種 類 は そ れ ぞ れ「 法 自 相 相 違 因 」
（dharmasvarūpaviparītasādhana），「法差別相違因」（dharmiviśeSaviparītasādhana），「有法自相
相違因」（dharmisvarūpaviparītasādhana），「有法差別相違因」（dharmiviśeSaviparītasādhana）と
呼ばれるが，この呼称はシャンカラスヴァーミンの『入正理論』に初出であり，ディグナー
ガの『集量論』（Pramāṇasamuccaya）や『正理門論』（Nyāyamukha）には見られない。ディ
グナーガは『集量論』第三章（他者のための推論章）において，主張を立証する理由と立証
される属性との関係を一覧する九句因についての議論を終えた後に，この四相違に関連する
議論を提示しているが，北川（1965 : 205）が述べる通り，「この問題はあくまでも九句因に
附随する問題として，いわば九句因では割り切れない点をどう処理するかという問題として
補足的に取扱われているにすぎない」のであり，ディグナーガ自身に相違因の下位分類を行
う意図があったかどうかは疑問である。この議論に関するディグナーガの見解は，次の詩節
にまとめられている。

《（主張の考察で，擬似的主張として）まだ否定されていなければ，（理由の考察で，）
主題（有法）と属性（法）の自性あるいはその差別を逆に立証するものであるから，
（その理由は）相違因とされる。》（『集量論』III 27 [Kanakavarman 訳 ], Cf.『正理門論』
第9偈）3

　シャンカラスヴァーミンは，この『集量論』の記述とそれに先立つディグナーガの議論と
を参考しながら，相違因に関して四種類の下位分類を具体的な推論式とともに提示した4。そ
の際，彼は，法差別相違因に関してはサーンキャ学派の推論式を，また，有法自相相違因と
有法差別相違因に関してはヴァイシェーシカ学派の推論式をそれぞれに提示している。シャ
ンカラスヴァーミンの意図は，それらの推論式は表面上サーンキャ学派，ヴァイシェーシカ
学派の主張を立証するが，その真意の部分に焦点をあてれば，それぞれの理由は，そこで含
意される主張に対する相違因となることを示すことにあった。
　この四相違に対して，基は独創的な解釈を提示している。先述の通り，ディグナーガに
とって相違因とは九句因の体系のなかで処理されるべきものであり，四相違，特に法差別相
違因以下の三種の相違因は九句因の体系では処理できないものと考えられていたが，基はむ
しろ後者の方こそが相違因の本義であると考えていたようである。彼は実際の討論の場面を

3 PS III 27 (K) :  chos dang chos can rang ngo bo // yang na deʼi khyad par rnams // phyin ci log tu bsgrub paʼi phyir // 
gnod pa med la ʼgal ba yin // Cf. 正理門論 v. 9 : 邪証法有法　自性或差別　此成相違因　若無所違害 . 訳は北川
1965 : 215, fn. 417に提示されたものを参照した。同脚注で北川が述べる通り，VasudhararakSita 訳は第四句を
sati bādhane と読むが，今は『正理門論』と対応する Kanakavarman 訳で提示した。Avalokitavrata も否定辞を
伴う後者の読みを支持することは，江島（1980 : 197, n. 32）に注記されている。なお，ジネーンドラブッ
デ ィ の『 集 量 論 註 』 梵 文 写 本 か ら 得 ら れ る 情 報 を も と に 還 梵 さ れ た テ キ ス ト は 次 の 通 り 。PS 
3.27 : dharmadharmisvarūpasya tadviśeSasya caiva saH | viparītopakāritvād viruddho ʼsati bādhane || この貴重な情報に
ついては，桂紹隆氏と渡辺俊和氏に感謝する。
4 NP における四相違の解釈については，宇井（1944），Tachikawa（1971）を参照。
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念頭に置きながら，これらバラモン教の論師たちを立論者とし，その対論者となる仏教徒か
らいかなる応答が可能となるのかを主張・理由・実例すべての要因にわたって詳細に検討に
し，それぞれの諸過失とこの四相違とがどのように関係するのかを解明してゆく。そこには，
インド仏教論理学の体系から逸脱する議論も多く含まれるにせよ，師が指摘した通り，東ア
ジア仏教論理学の思想史的コンテキストの中では整合的な解釈が可能である。
　ただし，それは基の解釈が全面的に妥当であることを意味するのではない。今回の訳注研
究で依拠した善珠（723-797）の『因明論疏明燈抄』（大正68，以下『明燈抄』と略記）や源
信（942-1017）の『因明論疏四相違略註釈』（大正69，以下『四相違註釈』と略記）からは，
基の解釈がその同時代人である文軌などの解釈と時に対立していること，法相宗の伝統の中
で基の文章そのものに訂正を加える試みがあったことなどが浮かびあがる。また，当時の中
国には存在しないサーンキャ学派やヴァイシェーシカ学派の議論の理解についても，インド
側の資料からは裏付けられない議論が登場することにも注意が必要である。以下に提示する
和訳は，それらの諸点に配慮しながら，現時点での筆者の理解を示したものである。

和訳

１．標題と列挙　〔大正44，127c25−26〕
　【『因明入正理論』の本文】相違に四種類がある。法自相相違因，法差別相違因，有法自
相相違因，有法差別相違因等5である。

1.0　構成について　〔127c26−28〕
　【解説】以下，（これまでに解説してきた不成立因，不確定因に続いて）第三に相違因を
解説するにあたり，三つの要点がある。最初に標題，次に列挙，そして（最後に）解説があ
る。上に挙げた文は，最初の二つ（＝標題と列挙）を述べている。

1.1　「相違因」の定義　〔127c28−128a6〕
　相違因の意味は，（結果として）二つの主張（宗）が相反することである。この四種類の
過失は，（立論者である）相手の理由（そのもの）を批判したものではなく，（その理由が）
立論者の主張に相違したものを成立させてしまう（という過失）である。（立論者が意図し
た主張とは）相違した主張のための理由となるから，「相違因」と名付けられる。原因に
よって結果の名前を得ているので，「相違」と名付ける。理由が主張に反するという意味で
「相違」とするのではない。したがって，「（理由が主張に相違するだけではなく，）主張も
また理由に相違するのではないか」と論難されることはない6。
5 梵本では viruddhaś catuHprakāraH−tad yathā dharmasvarūpaviparītasādhanaH, dharmaviśeSaviparītasādhanaH, 
dharmisvarūpaviparītasādhanaH, dharmiviśeSaviparītasādhanaś ceti とあり，「等」に相当する ādi などの語はない。
内容の上からもここに ādi が入る必然性はないため，玄奘が見た写本に ādi があったとも考えにくい。仮にこ
れが玄奘自身による挿入だとすれば，後に見る基の解釈―相違因に15種類の下位分類を立てる解釈―が
玄奘自身の見解を受けた可能性も考えられるだろう。
6 この一段では「相違因」（viruddhahetu）の意味が解釈される。因明の伝統では，この複合語は，⑴依主釈
（tatpuruSa）と解して，「（意図する主張と）相違した（主張）の理由」として理解されるか，あるいは⑵持
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　『正理門論』（Nyāyamukha）で，（ディグナーガは）次のように述べている―

もし理由の属性が（正しい論証対象とは）相違する論証対象を証明するのであれば，こ
れは「相違（因）」という過失であり，「擬似的理由」と呼ばれる。相違しない属性のよ
うに，相違（する属性）もまたそうである（＝理由である）。（先に）論証対象となる属
性がなければ，（相違因は）決して無いからである7。

　この説に依拠しているから，（相違因の場合，）理由は（立論者が先に提示した）元のもの
で定められ，実例はそのままでもよいし，訂正してもよい。したがって，以下の四つの過失
のなかで，第一（＝法自相相違因）は実例を訂正するが，残りの三つ（＝法差別相違因，有
法自相相違因，有法差別相違因）は元のままである8。

1.2　定義に付随する問答　〔128a6−14〕
　【問】理由が主張に反するために，「理由」の意義に適わないような理由を「相違（因）」
と言うのであれば，（その場合の）主張の方もまた理由に反するのだから，「主張」の意義に
適わない以上，「相違（主張）」と言うべきではないか9。
　【答】理由は主張を立証するものであるから，（意図した）主張を相違させることになる
理由を「相違（因）」と言うのであり，主張が理由を立証するのではない。（主張が）理由を

業釈（karmadhāraya）と解して「（主張と）相違したものという理由」で理解されるかのいずれかが採用され
てきた。基の場合，⑴が正説として承認される。例えば，立論者が「音声は常住である」と主張する場合，
「音声は無常である」がその主張に「相違したもの」である。そして，「常住であること」を証明しようと
して提示した「作られたものであるから」という理由が実際には，「無常であること」を証明してしまう場
合，それが「相違因」と呼ばれる。善珠によれば，この解釈は文軌が提示した第二解釈に相当する。一方，
⑵は，文軌の第一解釈に相当するものであり，基はそれを拒絶する。その解釈では，理由が立論者の主張と
相違したものとして理解される。上に出した例で言えば，立論者が提示する「作られたものであるから」と
いう理由は，「音声は常住である」という主張と相違するから相違因であるという解釈である。Cf. 『明燈抄』
369c7-16 : 今疏主意與軌法師第二説同。故彼疏云：「又釋如立常爲宗。無常違常名爲相違。立因爲欲成常住
宗。其因乃成無常義。與相違爲因故名相違因也。（...）非因違宗名爲相違等者。此嫌軌師第一解也。故彼疏
云：若所立ノ因イヽ望自四宗各別違故。故有四種既云因違四宗。」；『四相違註釈』292a1-2 : 彼立者因不成本宗，
反成敵者相違宗果。因得宗果名。故名相違因。相違之因，依主釋也；292b27-29 : 況復若但能令立者宗成相
違，名相違者，應是持業，非依主義。
7 『正理門論』2a4-6：若法能成相違所立，是相違過。即名似因。如無違法相違亦爾。所成法無定無有故。Cf. 
桂1978 : 125. 基がこの個所を引用した意図としては，相違因が成立するためにはまず「論証対象の属性」（所
成法）がなければならないという点を強調するためであっただろう。これにより，先に見た文軌の第一説を
排し，第二説を妥当なものとする論拠がディグナーガの権威ある文言に求められるからである。すなわち，
「作られたものであるから」という理由は，立論者が意図した論証対象である「常住であること」を前提と
して，それと相違する「無常であること」を立証してしまうから，相違因となるという理解である。
8 先に，相違決定を論じる場面で，基は，立論者の提示した理由を訂正しない場合には，相違因となり，訂
正する場合には，相違決定となると述べていた。『大疏』127a14-16 : 若不改前因違宗四種，是後相違過。若
改前因違宗四種，皆相違決定。
9 善珠によれば，この問は以下の文軌疏に基づくものとされる。『明燈抄』370a23-28 : 此問起者依軌師疏問
答而起。故彼疏云：「問：宗亦乖因豈唯因過。過不在宗，何得名相。答：宗言常住，過失未生。因言所作，
方乖宗故。宗因兩形爲相。因返宗故名違。若爾，豈不説因宗始成違。如説敵量前因成似。」
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（主張から）相違させることがあるとしても，（それを）「相違（主張）」とは言わない。理
由の方は「法自相相違」と呼ばれ，主張の方は「比量相違」（anumānaviruddha）と（別の名
前で）呼ばれる。そして，理由の方には，別に解説が加えられ，相違は四種類に分けられる。
主張の相違（＝比量相違）の方は，まとめて説かれるので，単に「比量相違」とだけ言われ
る。主張も理由に対応しているから，（法自相の比量相違だけではなく）法差別・有法自
相・有法差別の比量相違もあると知らねばならない10。そうでなければ，どうしてただ法自
相の比量相違だけがあると説いて，相違決定（viruddhāvyabhicārin）と相違因にはそれぞれ
四種類がある（という不整合が）あるのだろうか。（そのような不整合はあるはずがないの
だから，比量相違も四種類ある。）

1.3　自性と差別に関する三通りの分類方法　〔128a14−ｂ4〕
　この主題（宗，pakSa）と属性（法，dharma）を説くのに，略して二種類がある。一つに
は自性（svabhāva），二つには差別（viśeSa）である。これに三通り（の分類方法）がある11。

1.3.1　第一の分類方法　〔128a15−20〕
　第一（の基準）は，限定（局）・共通（通）である。『大乗阿毘達磨雜集論』などで次のよ
うに説かれる―

論証対象の〈自性〉とは，アートマンの本性ならびに諸々の存在者の本性である存在・
非存在のことである12。

10 実際に，基は〈比量相違〉（anumānaviruddha）という〈間違った主張〉を論じる際に，この四種類がある
ことに言及していた。Cf. 『大疏』114c29-115a3.
11 自性（svabhāva）と差別（viśeSa）に関する以下の議論は，基が『大疏』冒頭で述べた議論と密接に関連し
ている。そこでは，一切法を〈本体〉（体）と〈意味〉（義）に分類し，前者は⑴自性（svabhāva），⑵ 基体
（有法 , dharmin），⑶限定対象（所別，viśeSya）とも言われること，後者は⑴差別（viśeSa），⑵属性（法 , 
dharma），⑶限定要素（能別，viśeSaNa）とも言われること等が詳細に論じられる。Cf. 『大疏』98b3-99a18. 特
に，以下の議論で登場する局通・先後・言許という三通りの分類方法については，次の説明がある。Cf. 『大
疏』98b27-98c3 : 今憑因明總有三重。⑴一者局通。局體名自性。狹故。通他名差別。寛故。⑵二者先後。先
陳名自性。前未有法可分別故。後説名差別。以前有法可分別故。⑶三者言許。言中所帶名自性。意中所許名
差別。言中所申之別義故。
12 基が言う「対法等」は，中村（1960 : 152, fn. 22）が指摘する通り，『大乗阿毘達磨雜集論』の以下の文言
等を指していると思われる。Cf. 『雑集論』771b3-9 :  所成立有二。一自性，二差別。（…）所成立自性者，謂
我自性法自性若有若無。所成立差別者，謂我差別法差別若一切遍若非一切遍，若常若無常，若有色若無色，
如是等無量差別。（Cf. AS 205.3-4 : sādhyasya svabhāvaH ātmasvabhāvo dharmasvabhāvo vā. viśeSaH ātmaviśeSo 
dharmaviśeSo vā.）また，その原型は『瑜伽師地論』に見ることができる。Cf. YBhHV 4*.8-14 : sādhyo ʼrtho 
dvividhaH katamaH. svabhāvo viśeSaś ca. tatra svabhāvaH sādhyaH sac ca sato ʼsac cāsataH. viśeSaH sādhyaH sottaraM ca 
sottarato ʼnuttaraM cānuttarataH, nityo nityataH, anityo ʼnityataH, rūpī rūpito ʼrūpy arūpito yathā rūpy arūpī tathā 
sanidarśano ʼnidarśanaH sapratigho ʼpratighaH sāsravo ʼnāsravaH saMskRto ʼsaMskRta ity evamādinā prabhedanayena 
viśeSasya sādhyatā draSTavyā. ; 『瑜伽師地論』第十五巻 , 356c11-16 :  所成立義有二種者。一自性。二差別。所
成立自性者。謂有立爲有。無立爲無。所成立差別者。謂有上立有上。無上立無上。常立爲常。無常立無常。
如是有色無色。有見無見。有對無對。有漏無漏。有爲無爲。如是等無量差別門。當知名所成立差別。
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（それらが存在するか否かが）論証されなければならないのだから。また，（存在・非存在
は）それぞれに固有の性質だからである。（同じ『大乗阿毘達磨雜集論』などで，さらに次
のように説かれる――）

（論証対象の〈差別〉とは，アートマンの特殊性ならびに諸存在者の特殊性であり，
〈遍在〉〈非遍在〉〈常住〉〈無常〉〈物質的〉〈非物質的〉等の無数の特殊性のことであ
る。

（主題に）応じて，虚空であれば遍在するが，物質などであれば遍在しない，という風にな
る。前者（＝自性）は（それ自身に）限定的であり，後者（＝差別）は（他と）共通する。
したがって，両者は区別される。

1.3.2　第二の分類方法　〔128a20−ｂ1〕
　第二（の基準）は，先・後である。（主張）全体の中で言葉の上で先に陳述されたものを
〈自性〉として，言葉の上で後に説かれたものを〈差別〉とする。後に陳述されたものが先
に述べたものを分別する（＝意味の上で限定する）からである13。
　『仏地経論』では，次のように述べられた―

この仏教論理学（因明）で言う〈自相〉（*svalakSaNa）と〈共相〉（*sāmānyalakSaNa）は，
仏教の通例とは異なる。そこで説かれる諸々の存在者それぞれに限定された自性に付帯
するものを〈自相〉とし，あたかも（花飾りの）糸が花を貫くように，他にも（一貫し
て）共通するものを〈共相〉とする14。

　この見解によれば，（音声に対して）〈音声〉などとして，その本体に限定されたものを
〈自性〉とし，〈無常〉として他とも共通するものを〈差別〉と呼ぶ。（それが〈自性〉であ
るか，〈差別〉であるか，）その命名は（本来的に）定まっているわけではない。「五蘊はす
べて無我である」と主張するとき，「五蘊」を〈自相〉とし，「我」「無我」等を〈差別〉と
する。（サーンキャ学派が）「我（＝アートマン）は，思考である」と主張する場合には，
「思考」を〈差別〉とし，「我」を〈自性〉とする。このように，（それが〈自性〉であるか，
〈差別〉であるか，本来的に）定まっているわけではない。論理的に推し量れば，これ（＝
第二の分類方法）は先述のもの（＝第一の分類方法）であるのだが，教え方がわずかに異
なっており，その意味も異なるので，（異なる）二つの（分類）方法とする15。

13 善珠は「〈差別〉と言うのは，〈分別〉の別名である」（言差別者分別之名異也）と注釈している。Cf. 『明
燈抄』371a21-22.「ＳはＰである」という命題において，述語Ｐが主語Ｓを限定する関係にあることを述べ
ていると思われる。
14 Cf. 『仏地経論』T1530， 318b4-8 : 彼因明論立自共相。與此少異。彼説一切法上實義，皆名自相。以諸法上
自相共相。各附己體不共他故。若分別心立一種類能詮所詮，通在諸法如縷貫花，名爲共相。なお，この文は
先にも言及されている。『大疏』98b11-13 : 佛地論云：「彼因明論諸法自相唯局自體，不通他上，名爲自性。
如縷貫花，貫通他上諸法差別義，名爲差別。」
15 『仏地経論』，唯識，そして因明という三者で実際には，〈自相〉と〈共相〉の理解に違いがあるというこ
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1.3.3　第三の分類方法　〔128b1−4〕
　第三（の基準）は，明示・暗示である。言葉で明言されている，先のもの・限定的なも
の・後のもの・共通のものすべてを〈自性〉と言う。基体（有法，dharmin）と属性（法，
dharma）どちらにも自性がある。（立論者）自身が（暗示的に）意図したもので，（論証対象
とは）別の意味として立証しようとしたものを〈差別〉とする。だから，基体と属性どちら
にも差別がある。ただし，あらゆる差別が（論証対象として）採用されるわけではない。そ
の意味は前に説いた通りである16。

1.4　「等」の意味　〔128b4−12〕
　今論じている理由（＝相違因）は，この四種類の論証対象となる主張に対して（それと）
相違したものを立証してしまう。だから，「法自相相違因等」と言われる。『入正理論』の中
で「等」と言われるのは，別の理由を含意している。（確かに，）相違が出される主張はこの
四種類だけであるから，『入正理論』の中ではただ「四相違がある」とだけ説かれる。だが，
相違したものを（立証する）理由は，15種類ある。（四種のうちの）一つに対して相違させ
ることになる理由は４種（＝法自相相違因，法差別相違因，有法自相相違因，有法差別相違
因）ある。二つに対して相違させることになる理由は６種ある。すなわち，⑴法自相・法差
別相違因，⑵法自相・有法自相相違因，⑶法自相・有法差別相違因，⑷法差別・有法自相相
違因，⑸法差別・有法差別相違因，⑹有法自相・有法差別相違因である。三つに対して相違
させることになる理由は4種ある。すなわち，相互に一種を除いた組み合わせである。（＝①
法自相・法差別・有法自相相違因，②法自相・法差別・有法差別相違因，③法自相・有法自
相・有法差別相違因，④法差別・有法自相・有法差別相違因。）四つ（すべて）に対して相
違させることになる理由は1種（＝法自相・法差別・有法自相・有法差別相違因）である。
『入正理論』の中では，最初の二つ（＝法自相相違因と法差別相違因）は別にされているの
で，「一つに対して相違させることになる理由」を明らかにするものであり，後の二つ（＝
有法自相相違因と有法差別相違因）はまとめて「二つに対して相違させることになる理由」
を明らかにしている。この３種（＝法自相相違因，法差別相違因，有法自相・有法差別相違
因）で代表させることで，残りの12種はそれと同様とする。だから，「等」の語が説かれた
のである17。

とは，善珠がまとめている。すなわち，『仏地経論』では，事物の本体が自相であり，意味が共相であるが，
唯識では言葉で表現できないものが自相，言葉で表現できるものであれば共相とされる。因明では，それぞ
れに付帯するものが自相であり，他にも貫通する意味が共相とされる。『明燈抄』371b15-21 : 問。佛地唯識
因明三論自相共相如何差別。答。⑴佛地論意。體名自相。義名共相。⑵唯識論宗。若法自體唯證智知言説不
及，是名自相。若法體性言説所及假智所縁，是爲共相。⑶因明之旨。各附己體名爲自相。貫通之義名爲共相。
是故 三論各有差別。
16 源信は「前」が指す個所として理由の第二条件である〈同品定有性〉を解説した次の個所（『大疏』
103c14-23）を挙げる。『四種相違略註釈』295c29-296a6 : 義如前説者。上卷因三相文云：「若言所顯法之自
相。及非言顯意之所許。但是兩宗所許義法。皆名所立隨應有此所立法處。説名同品」乃至「若全同有法上所
有一切義者。便無同品。亦無異品。宗有一分相符極成。非一切義皆相違故。故但取所立有此名同品。」
17 後に見るように，ヴァイシェーシカ学派が述べる〈有性〉（sattā）の推論式における「一つの実体を有する
から，性質と運動の上に存立するから」（ekadravyavattvāt guNakarmasu ca bhāvāt）という理由は，〈有法自相相
違因〉であると同時に〈有法差別相違因〉でもある。そのため，基はこれを〈有法自相・有法差別相違因〉

7『因明入正理論疏』における四相違の解釈（上）



２．四相違の個別の解説　〔128b13−131c24〕
2.1　法自相相違因の解説　〔128b13−129a2〕
2.1.1　名称と推論式の提示　〔128b13−20〕
　【『入正理論』の本文】この中で法自相相違因とは，「音声は常住である。作られたもので
あるから」あるいは，「意志的努力の直後に生じるものであるから」と説くようなものであ
る。
　【解説】以下，四相違を個別に解説する。最初（の相違に関する）文には，次の三つがあ
る。最初に，名称を提示し，次に，推論式を提示し，最後に，〈相違〉の意味を解説する。
上の文は，その最初の二つである。
　【問】どうして最初に法自相（相違）因を説くのか。
　【答】正しい論争の場合であるからである。また，先に見た比量相違にせよ，相違決定に
せよ，そこではただ法の自相だけが説かれていたので，ここでも最初はそれに従って，（法
自相を）説いているのである。
　ここには二人の論師が登場している。
　声生論は，「音声は常住である」という主張に対して「作られたものであるから」という
理由を提示するが，声顕論は「意志的努力の直後に生じるからである」という理由を立てる
ようなものである18。

2.1.2　〈相違〉の意味の解説　〔128b21−129a2〕
2.1.2.1　九句因との関連からの解説　〔128b21−c16〕
　【『入正理論』の本文】この理由は異類例にのみ適合するから，矛盾しているのである。
　【解説】これは〈相違〉の意味を解説したものである。最初に提示された「常住である」
という主張（＝論証対象）は，虚空（ākāśa）などを同類例として，瓶などを異類例とする。
「作られたものであるから」という理由は，同類例にはすべて適合しないが，異類例のすべ
てに適合する。九句因の表で言えば，第四に相当する19。これに対して，対立する推論（量）
を作って，次のように言えばよい―「音声は無常である。作られたものであるから。瓶な
どのように」と。
　第二の推論式では，虚空が同類例であり，稲妻と瓶などが異類例である。「意志的努力の
直後に生じるから」という理由は同類例にはすべて適合せず，異類例の稲妻にも適合しない

として，有法自相と有法差別の二つに相違したものを導く理由と考えた。そして，そこから，この15種類の
相違因の区別を展開したのである。中村（1960 : 153, fn. 37）が記す通り，「『等』をかかる意味に解するのは，
註釈としては誤りである」と言うべきかもしれないが，ヴァイシェーシカ学派の推論式の場合のように，一
つの理由が法自相・法差別・有法自相・有法差別の組み合わせに対して相違したものを導くということは
―それがここまで整然とした15種類まで拡大されるかはともあれ―可能であるように思われる。
18  声生論と声顕論については，〈相違決定〉を論じる際に，Moriyama (2014) でその特徴の違いをまとめてあ
る。
19  九句因の表では，次のようになる。

同類例（同品）に有 同類例に無 同類例に一部有
異類例（異品）に有 ①　不定因 ④　相違因 ⑦　不定因
異類例に無 ②　正因 ⑤　不共不定因 ⑧　正因
異類例に一部有 ③　不定因 ⑥　相違因 ⑨　不定因
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が，瓶などには適合する。九句因の表で言えば，第六に相当する。
　この二つの理由は，（常住ではなく）むしろ無常を証明するのであり，主張で陳述される
属性そのもの（法自相）に対する相違を導くから，「相違因」と呼ばれる。
　したがって，（同様に）『正理門論』で次のように言われる―

同類に（一様に）存在するか，あるいは二様に（＝部分的に）存在し，異類に非存在で
あるものが，（正しい）理由である。これに反するものが相違（因）である。それ以外
はすべて不定（因）である20。

　この「作られたものであるから」という理由は，九句因の表で言えば，第二に相当し，正
しい理由である。それは同類例に適合し，異類例に適合しない。これ（＝「音声は常住であ
る」に対して述べられる「作られたものであるから」）は，同類例に適合せず，異類例に適
合するから（相違因である）。
　一方，「意志的努力の直後に生じるから」という理由は，九句因の表で言えば，第八に相
当し，正しい理由である。それは同類例に部分的に適合し，異類例に適合しない。これ（＝
「音声は常住である」に対して述べられる「意志的努力の直後に生じるから」）は，同類例
に適合せず，異類例の一部に適合するから（相違因である）。
　（上記のことは）先の個所（＝九句因の解説）ですでに詳述しているので，ここでは略述
するにとどめ，詳しくは述べない。
　この最初の擬似的理由（＝法自相相違因）では，（その過失を明らかにする推論式の）理
由は（「作られたものであるから」という）元のものを使用し，実例は先に提示したもの
（＝虚空など）を改訂している（＝「瓶など」に改訂している）。後の三つの理由（＝法差
別相違因，有法自相相違因，有法差別相違因）は，理由も実例も（立論者が提示した）元の
ものである。これにより，（相違因と呼ばれる）四つの理由では，（その過失を明らかにする
時の）理由は元のものを使用し，実例は改訂される場合もあればそのままの場合もある。そ
うでなければ，法自相とそれ以外の三つのどれかを合わせて，その二つに対する相違を導く
理由となることがない。最初のもの（＝法自相相違因）は実例を改訂するが，後の三つは改
訂しないということが認められているからである。
　また，九句因のなかでは，第四の理由と第六の理由を相違因と名付けている。（法自相相
違因は）同類例に決して適合せず，異類例（全て）に適合することもあれば，部分的に適合
することもある。
　【問】もし言葉通りに受け取れば，後の三つの相違因（＝法差別相違因，有法自相相違因，
有法差別相違因）は，立論者から見れば，（それらの）理由は同類例に適合している。どう
してさらに（その理由を敢えて）批判して，（それが）相違（因）であることを証明しよう
とするのか。
　【答】『正理門論』ではただ次のように言われる―

20 『正理門論』第７偈（7c1-2） : 於同有及二　在異無是因　翻此名相違　所餘皆不定。桂（1979 : 65-66）を
参照。桂が指摘する通り，この偈は『集量論』III. 22に相当し，その梵文が知られる。PS III. 22 : tatra yaH san 
sajātīye dvedhā cāsaMs tadatyaye / sa hetur viparīto ʼsmād viruddho ʼnyas tv aniścayaH //
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もし理由の属性が（論証対象と）相違する論証対象を証明できるのであれば，これは
「相違」という過失であり，「擬似的理由」と呼ばれる21。

　同類例も，元のものを用いるとは説かれていない。この論（＝『入正理論』）は（相違因
を提示する際の）規範を示し，最初の一つ（＝法自相相違因）は実例を改訂するが，後の三
つは元のままとする。（後代の）学者たちに，理由に関しては，実例（の検討）よりも前に
必ずその過失（が指摘される）と理解してもらいたいからである。（法差別相違因より）後
の三つの理由は，（推論式を提示した）立論者の観点からは（正しい理由として）成立して
いるわけだが，（結果的に）相違を導く。一つ一つを細かく考察すれば，これらすべては同
類例に適合せず，異類例に適合することから，相違を導くからである。後述するそれぞれの
個所で，理解されるべきである。

2.1.2.2　付随する問答　〔128c16−129a2〕
　【問】（過失が明らかにされた後でさらに）声（常住）論が，「君が言う〈音声の無常〉は，
〈音声の無常〉ではない。作られたものであるから。瓶や盆などのように」と言う場合，
（九句因で言えば）第二に相当する正しい理由である。どうして（声無常論者が先に提示し
た「作られたものであるから」は）〈法自相相違因〉ではないのだろうか22。
　【答】それは，（法自相相違因の）過失に含まれない。（音声無常論者が）「音声は無常で
ある」と立論し，〈無常〉を（論証対象の）属性の自相であるとしたとする。（その時，）仮
に論証対象に対する理由が逆に，「音声は常住である」を立証するのであれば，その場合は，
この過失（＝法自相相違因）である。だが今は，（「君が言う〈音声の無常〉は，〈音声の無
常〉ではない」と）主題と属性とを並べて記して，（それぞれを）主題と属性としている
（だけ）だから，この過失（＝法自相相違因）は認められない。むしろ，それ（＝【問】が
述べたこと）は〈分別相似〉（vikalpasama）23という誤った論難である。
　また，（「作られたものであるから」という）理由は，〈（立論者と対論者の）双方に不成
立〉（ubhayāsiddha）という過失を犯している。「作られたものであるから」という理由につ
いては，立論者も対論者も（それが）〈無常〉に依拠することを認めていないからである。

21 この文はすでに先に引用されている。脚注４を参照。
22 今，最初に音声の常住を説く対論者が「音声は常住である。作られたものであるから。虚空のように」と
述べた場合，それに対して音声の無常を説く立論者が「音声は無常である。作られたものであるから。瓶や
盆などのように」と述べて，〈法自相相違因〉の過失を指摘することになる。だがこのとき，対論者が，立
論者が提示した「音声の無常」そのものを主題として，「君の言う〈音声の無常〉は〈音声の無常〉ではな
い」という推論式を提示することで，音声無常論者にとって〈法の自相〉である〈音声の無常〉が否定され
ることを示したならば，実は，音声無常論者が提示した「作られたものであるから」もまた〈法自相相違
因〉の過失を犯していることになる。それが，この問いかけの趣旨である。
23 ディグナーガが『正理門論』（9b14-18）で規定するところによれば，〈分別相似〉（vikalpasama）とは，対
論者が提示した推論式における同類例を分別して，論証対象が成立しないことを指摘することであり，それ
は〈誤難〉の一つに数えられている。例えば，「音声は無常である。作られたものであるから。瓶などのよ
うに」と主張する対論者に対して，「瓶がもつ〈可燃性〉などの特殊は音声にはないから，音声は〈無常〉
である瓶などとは違う。つまり，音声は瓶と違って〈常住〉になる」と言うように論難することが，〈分別
相似〉の誤難である。
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（「作られたものであること」を含意する）生起と（無常を含意する）消滅とは別物である。
仮にそれ（＝作られたものであること）が（無常に）依拠すると認めたとしても，〈（立論者
か対論者か）いずれか一方だけが認めたもの〉（anyatarāsiddha）という過失を犯している。
また，〈無常〉とは非存在である。（それ故，非存在に）依拠する〈作られたものであるこ
と〉も〈基体不成立〉（所依不成，āśrayāsiddha）の過失を犯しているのである。
　たとえある者が（この「〈音声の無常〉は〈音声の無常〉ではない」という推論式を）批
判して，（さらに）「君が言う〈音声の無常〉は〈音声の無常〉であるはずがない。無常と認
めているからである。瓶の無常のように」と言うとしても，これも（法自相相違の）過失で
はない。擬似的な立論（＝「君が言う〈音声の無常〉は〈音声の無常〉ではない」）に，（重
ねて）この過失の性質が含まれることはないからである。
（本来，）音声は無常であるか否か，これが根本的な争点であった。「音声」は主題であり，
（論証対象の）属性のなかに意図された含意なのではない24。だから，（〈音声の無常〉を論
証対象の属性として，）〈法差別（相違因）〉の過失としてはならない。また，相違決定に含
められるのでもない。（「君が言う〈音声の無常〉は〈音声の無常〉であるか否か」は，）根
本的な争点ではないからである。もしこの類の議論を許容して，すべてを過失であるとすれ
ば，あらゆる認識手段（＝推論）に正しい理由はなくなる。だから，擬似的な立論のなかに
この過失（＝法自相相違因）は認められない以上，これはすべて〈誤った論難〉なのである。
後の個所で，（この点は）理解してもらいたい25。

2.2　法差別相違因の解説　〔129a3−c23〕
　【『入正理論』の本文】法差別相違因とは，「眼などは必ず他者のために用いられる。構成
されたものであるから。ベッドなどのように」26と説くようなものである。

24 もともとは，「音声は無常である」の推論式をめぐる討論であったが，〈法自相〉として〈音声の無常性〉
を設定したときから，〈音声〉が主題ではなく，論証対象の属性としても扱われるようになってしまった。
基はここで再び，本来の推論式である「音声は無常である」に立ち返って議論をまとめようとしている。
25 NP の最後では，〈誤った論難〉（dūSaNābhāsa）が論じられる。その個所に対する『大疏』を指していると
思われる。
26 NP では推論式は次のように説かれる。NP 7.8-9 : parārthāś cakSurādayaH saMghātatvāc chayanāsanādyaGgavad 
iti. なお，この中の「肢分」（aGga）に相当する語は漢訳にはない。内容の上からも，その語は不要であるよ
うに思われる。この推論式の内容については，北川（1965 : 206-211），Tachikawa (1971 : 136, n. 43)，桂
（1979 : 79-80），Tillemans (2000 : 52-54)，渡辺（2008） が明瞭な解説を加えている。なお，この推論式の原
型は，Sāṅkhyakārikā 17a にある「集合体は他者のためにあるからである」（saGghātaparārthatvāt）を根拠とす
るプルシャの存在証明に確認できる。真諦の翻訳である『金七十論』では「聚集為他故」と訳され，その注
釈で次のように解説される。『金七十論』1249b8-13 : 人我是實有。聚集爲他故。我見世間一切聚集並是爲他。
譬如床席等。聚集非爲自用，必皆爲人設。有他能受用。爲此故聚集。屋等亦如是。大等亦如是。五大聚名身。
是身非自爲。決定知爲他。他者即是我。故知我實有。また，『マータラ註』と『ユクティ・ディーピカー』
では，次のように注釈される。MV 22.6-15 : asti puruSaH, saGghātaparārthatvāt. yataH saGghātaś ca parārthaH. 
tasmād hetoH. iha loke ye saGghātās te parārthā dRSTāH paryaGkarathaśaraNādayaH. evaM mātrāNāM mahadādīnāM 
saGghātaH samudāyaH parārtha eva. (...) paryaGkarathādayaH kāSThasaGghātāH. (...) evam amī mahadādayaś cakSurādayo 
na svārthā na ca parasparārthāH, kiM tu parāthāH. yaś cāsau paraH sa cātmā. tasmād anumīmahe asti puruSaH, yasyārthe 
cakSurādisaGghātaH śarīram utpannam iti ; YD 168.5-7 : iha saGghātāH parārthā dRSTās tadyathā śayanāsana-
rathaśaraNādayaH. asti cāyaM śarīralakSaNaH saGghātaH. tasmād anenāpi parārthena bhavitavyam. yo ʼsau paraH sa 
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【解説】先のもの（＝法自相相違因）に準じて，ここでも三つの要点がある。これは最初の
二つ（＝名称と推論式の提示）である。

2.2.1　名称の提示：特に〈差別〉の語義の説明を中心として　〔129a5−12〕
　およそ（法と有法の）二つについて〈差別〉（viśeSa）を「相違したもの」（viruddha）と呼
ぶのは，主題（有法）と属性（法）として明言されたもの以外のすべての含意を〈差別〉と
言うからではない。必ず，この二つの主張（＝法差別相違因で例示される主張と有法差別相
違因で例示される主張）は，それぞれに応じて，（それぞれの）理由により（真に）立証し
ようと意図されたもので，（対論者との間で）論争の的となる第二の意味をもつのだが，そ
れを〈差別〉と呼ぶのである。（前述の通り，）理由が（主張の含意に対する）相違を導くと
き，それは〈相違因〉と呼ばれる。そうでなければ，「音声は無常である」と立論する場合，
（主題である）音声に属する〈所聞性〉（śravaNatva）や〈不可分性〉などの含意，あるいは
（属性である）無常性に属する〈原因依存性〉〈原因非依存性〉などのすべてを「相違した
もの」と言うことになる。理由が（そのような）相違したものを導くのであれば，それはそ
の理由（＝相違因）となる。だが，そうすると，（一切は相違因にすぎないことになり，そ
もそも）相違因（と言うこと）が無意味となる。（だから，〈差別〉は先に述べたような意味
で理解しなければならない。）〈比量相違〉なども，（法差別の比量相違・有法差別の比量相
違に関しては）同様に解釈しなければならない。

2.2.2　推論式の解説　〔129a12−25〕
　この（推論式の）意味を解説する。
　もしサーンキャ学派の者が仏教徒に対して「プルシャ27を享受者として，（プルシャが）
眼などを用いる」と立証しようと意図し，プルシャを主題にして〈眼などを用いる〉と主張
すれば，（その） 主張には〈不成立の被限定項（＝主題） をもつもの〉（所別不成，
aprasiddhaviśeSya）（の過失）がある。また，「集合体であるから」という理由には，〈立論者
と対論者の双方に成立しないもの〉（両俱不成，ubhayāsiddha）（の過失）がある。「ベッドの
ように」という実例にも〈論証対象が成立しないもの〉（所立不成，sādhyadharmāsiddha）
（の過失）がある28。
　もし「眼などは必ずプルシャのために用いられる」と言えば，（その主張には）〈不成立の
限定要素をもつもの〉（能別不成，aprasiddhaviśeSaNa）（の過失）がある。また，同類例が欠
けることになる。「集合体であるから」という理由は，〈法自相相違因〉である。「ベッド」

puruSaH. tasmād asti puruSaH.
27 以下，「我」をサーンキャ学派のプルシャとして訳す。他に「神我」の語も使われる個所があるが，同じ
く「プルシャ」と訳す。
28 仮に，サーンキャ学派の主張が「プルシャは眼などを用いる」だとすれば，対論者である仏教徒にとって
プルシャは非存在であるから，①被限定項（＝主題）が成立しない。また，②プルシャが集合体であること
はサーンキャ学派は認めておらず，仏教徒にはそもそもプルシャが存在しないので，「集合体であるから」
という理由は双方に成立しない。③ベッドは〈眼などを用いる〉ことを示す実例ではない。以上，三種の過
失から，サーンキャ学派は，このような形で主張を陳述することはできない。
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という実例には〈論証対象が成立しないもの〉（の過失）がある29。
　もし「眼などは仮の他者（仮我＝肉体を具えた人間）のために用いられる」と証明しよう
とするのであれば，（その主張には）〈（立論者と対論者の）双方に周知〉（相符極成，
prasiddhasaMbandha）（という過失）がある30。
　このような理由から，（サーンキャ学派は）方便のために，一旦，見せかけの主張を立て
て「眼などは必ず他者のために用いられる」と述べる。
　「眼など」は主題である。事物を明らかに指示して述べている。「他者のために用いられ
る」が（論証されるべき）属性である。方便の言い方である。意図されているのは，「必ず，
（論証されるべき）属性の差別となる〈集合体でない他者〉たるプルシャのために用いられ
る」と立証することである。もしこれを表に出して，「集合体でない他者のために用いられ
る」と言えば，（その主張は）〈不成立の限定要素をもつもの〉となる。論証対象も不成立と
なるし，同類例もないことになる。しかも，（「集合体であるから」という）理由は〈法自相
相違因〉となる31。だから，方便を使って立論するのである32。「集合体であるから」が理由で
ある。多くの原子33が集合して眼など（の感覚器官）を構成するからである。「ベッドのよ
うに」が実例である。椅子なども（部分から）構成されたものであるから，立論者も対論者
も双方，この実例を認めている。そして，それは他者のために用いられるものであるから，
同類例である。（ここで，）理由と実例の（種々の）属性に関する分析はしなくてよい。だか

29 サーンキャ学派が自ら意図する主張を述べた場合，「眼などは必ずプルシャのために用いられる」となる
が，先の場合と同じく，プルシャは仏教徒には成立しないので，①その主張の限定要素（＝述語）が成立し
ない。また，②主題である「眼など」以外で，「プルシャのために用いられるもの」である同類例が提示で
きない。また，③「集合体であるから」という理由は，「プルシャのために用いられる」という法自相に相
違する「集合体である仮の自我のために用いられる」を立証することになる。また，④ベッドは仮の自我の
ために用いられるものであるから，「プルシャのために用いられる」という論証対象が成立しない。この一
連の議論は，以下の議論で繰り返し指摘されることの要点でもある。
30 前注とは逆に，「他者」という語の意味を一般的な人間（仮の自我）の意味で取るとすると，主張は「眼
などは必ず仮の自我のために用いられる」と表現されるが，その内容はサーンキャ学派にも仏教にも周知の
ことであるから，わざわず論証する必要がないという意味で〈（立論者と対論者の）双方に周知〉（相符極成，
prasiddhasaṃbandha）という過失に分類される。
31 先に見た諸過失と同じである。前注27を参照のこと。
32 NP に対するハリバドラの注釈等と比較すると，サーンキャ学派のプルシャ論証が抱える諸過失について，
基の方が詳細な分類と考察を行っていることが分かる。Cf. NPṬ 40.3-4 : parārthatvaṃ sādhyadharmaḥ. asya ca 
viśeṣo ’saṃhataparārthatvam iṣṭam. anyathā siddhasādhyatāpattyā prayogavaiphalyaprasaṅgaḥ. 〔和訳：〕「他者のため
にあること」が論証対象となる属性である。そして，その特殊が「集合体でない他者のためにあること」と
して意図されている。そうでなければ，〈周知の論証対象をもつこと〉になるために，推論式が無駄なもの
になってしまう」
33 基は「極微」（原子）と表現するが，正確には「唯量」（tanmātra）と言うべきであろう。Cf. 宇井（1944 :  
259）。だが，ここには問題がある。サーンキャ学派の二元論では，プルシャとは異なるプラクリティという
根本原質から世界は展開するが，その過程で，眼などの感覚器官を含む11の器官が展開する一方で，声・
触・色・味・香の五つの微細な要素という展開物から虚空・風・火・水・地の五元素への変容があると説か
れる。この見解では，眼などの感覚器官は，根本原質から展開した自我意識（ahaṅkāra）から展開するのだ
から，それは「根本原質を構成する三つのグナ（純質・激質・暗質）の集合体」と言うべきであり，「五つ
の微細な要素の集合体」とは言えない。それ故，基が眼などを原子の集合体と理解したことは，推論式を提
示したサーンキャ学派の意図に反している。
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ら，（ここでは主として主張の意味を考察することで，）総合的に立論しているのである34。

2.2.3　〈相違〉の意味の解説　〔129a26−c23〕
2.2.3.1　論証対象の差別に対する相違因の提示　〔129a26−c17〕
2.2.3.1.1　本文の解説
　【『入正理論』の本文】：この理由は「眼などは必ず他者のために用いられる」というこ
とを証明する。だが，それと同様に，論証されるべき属性の差別と相違する「集合体である
他者のために用いられる」ということも証明する。
　【解説】〈相違〉の意味の解説に二つの要点がある。最初に，（論証対象の）属性の差別に
相違したものの理由を提示し，次に，その根拠を解説する。上記の引用文はその最初の点に
関する。さらにその文に二つがある。「この理由は『眼などは必ず他者のために用いられる』
ということを証明する」というのは，先の理由により論証されるべき属性の自相を示す。
「だが， それと同様に」 以下は， この理由は同時に， その属性の差別（法差別 , 
dharmaviśeṣa）に対して相違因となることを示す。

2.2.3.1.2　サーンキャ学派の主張の解説
　そのサーンキャ学派の論者は述べる―眼などの五つの存在は五つの感覚器官である。椅
子やベッドは五種類の微細な要素（唯量 , tanmātra）から構成された存在である。「集合体で
はない他者」とは，プルシャのことであり，その本体は常住であり，真実在（本有）である。
その「集合体である他者」とは，眼などに依拠して措定される〈仮の自我〉であり，無常な
もの，変容するものである。ところで，眼などの感覚器官は，〈集合体ではない他者〉であ
るプルシャの為にあることが優先される。（プルシャは）これ（＝眼などの感覚器官）に
よって（声・触・色・味・香の）五つの微細な要素を享受するからである。〈仮の自我〉は
眼などに依拠して措定されたものだから，〈集合体である自我〉（＝仮の自我）が眼などを用
いることは（プルシャによる享受より）優先されない。その「椅子やベッドなど」は，その
プルシャが享受しようと思考することに必ず応じるものであるから，（その願いにより，根
本原質から変容した）統覚機能（大，mahat）から順に変容してこれ（＝椅子やベッドなど）
に成る。（享受しようと）思考されたという点では，（ベッドなどにとって）プルシャに用い
られることが優先的であり，仮の自我に用いられることは（それより）優先されない。だが，
仮の自我の休息の場所として必要とされるという点では，（仮の自我こそが）ベッドを享受
するわけであるから，ベッドにとって仮の自我に用いられることが優先的であり，プルシャ
に用いられることは（それより）優先されない。

2.2.3.1.3　ディグナーガの意図
　今，ディグナーガはその（サーンキャ学派が提示した）理由を（そのまま）使いながら，
論証されるべき属性の優先度（勝劣）の区別に応じて，相違（因）を作る。（論証されるべ

34 この最後の個所を源信は次のように注釈する。『四相違註釈』304a17-23 : 不應分別等者。爲取境故受用眼
等。爲安處故受用臥具。眼等不可見。是極微積聚。臥具等顯現。是麻藺積聚。又内根ト外境。共用ト不共用。
相對應有種種差別。若此分別，應無因喩。故因喩法。不應分別。廣如有法自相中釋。
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き）属性の自相との（相違では）ない。また，（論証されるべき）属性のすべての差別に対
する相違を作るのでもない。だから（ディグナーガの意図を汲んだシャンカラスヴァーミン
の）論（＝『入正理論』）では，ただ「論証されるべき属性の差別と相違する」と言うだけ
である。
　先述した通り，（本来）この理由は論証されるべき属性の自相を証明することを示すもの
であり，（例えば）先述の「集合体であるから」という理由は，サーンキャ学派が論証しよ
うとしている主題である「眼など」にある「必ず他者のために用いられる」という属性の自
相を立証することを示す。だが，この理由は同様にまた，論証されるべき主張の属性の中で
（真に）意図されている〈差別〉と相違した意味，すなわち，「集合体である他者のために
用いられる」も立証する。
　主張のなかで「他者のために用いられる」というところが，（論証されるべき）属性の自
相である。この自相のなかで意図されていること，すなわち，「集合体である他者のために
用いられる」と「集合体でない他者のために用いられる」とが属性の〈差別〉である。その
者（＝サーンキャ学派の論師）が言う「集合体であるから」という理由は，そのままで訂正
する必要はない。むしろ，それ（＝その理由）を利用して，（仏教徒が）意図する属性の差
別，すなわち，「集合体である他者のために用いられる」を立証する。

2.2.3.1.4　〈どちらが優先的に用いられるか〉（勝用）の観点から論難をすることの意義
　その（実例である）ベッドなどは集合体であるから，集合体である仮の自我のために用い
られることが優先される。眼などもまた，集合体であるから，ベッドなどと同様に，集合体
である仮の自我のために用いられることが優先されるべきである35。もし（上記のように）
〈どちらが優先的に用いられるか〉（勝用）の点から（サーンキャ学派の推論式に対する）
論難をしなければ，その（「眼などは集合体である他者のために用いられる」という仏教徒
からサーンキャ学派に向けられた）主張には〈（立論者と対論者の）双方に周知〉（相符極成，
prasiddhasaṃbandha）という過失がある36。他宗（＝サーンキャ学派）も「眼などは集合体で
ある他者のために用いられる」と認めているからである。（だから，）論難の時には，「仮の
自我に用いられることが優先される」と言わなければならない。（そして，）論難で「プル
シャに用いられることは（それよりも）優先されない」と（プルシャを認めていない仏教徒

35 以下，〈プルシャのために用いられる〉と〈集合体である仮の自我のために用いられる〉との勝劣，すな
わち，どちらが優先されるか，という問題が詳細に論じられる。だが，宇井（1944 : 259）は，現存するサー
ンキャ学派の文献からは，「勝劣仮我の如きは大疏の勝手に附したる語で，数論には此の如きことの説かる
ることはない。勝劣を証明するは数論の本意ではない」と述べる。
36 善珠は，ここでの基の注釈の意図は，ディグナーガがサーンキャ学派の推論式に対して〈法差別相違因〉
の過失を指摘したのは，「その主張は集合体である他者のために用いられることが優先的であるのではない
か」と批判する〈勝用の難〉を述べるためであったと言う。それはまた，文軌が提示する「眼などはただ集
合体である他者のために用いられる。集合体であるから。ベッドなどのように」という推論式では，サーン
キャ学派に対する論難としては不十分であることを指摘する意図も含む。『明燈抄』376a13-21 : 文。其臥具
等至一切無遮者。此下疏主得陳那意作用勝難。以釋義旨。軌云：「立宗應云。眼等唯爲積聚他用。因云積聚
性故。如臥具等。唯言即簡眼等爲無積聚他用。故成相違。文中雖無唯言。意如此也。」今則不爾。神我受用
二十三諦。豈於眼等無能受用。是故今云：「其臥具等積聚性故，既爲積聚假我用勝。眼等亦是積聚性故，應
如臥具，亦爲積聚假我用勝。」
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が）言うことはできない。自宗の教義に反するからである。（仏教側が論難のために「眼な
ど」を主題として「プルシャに用いられることは優先されない」と立証する場合，それが）
〈共比量〉（という推論の形式）だとすれば，同類例は出せない37。もし〈他比量〉だとすれ
ば，（サーンキャ学派のプルシャの存在については）一切何も否定されていない38。
　西域の論師たちのなかには，（この点を）理解していない者がいた。彼はこの（サーン
キャ学派の推論式）にただちに〈（法）差別相違（因）〉の過失を指摘した上で，「『眼などは
集合体である他者のために用いられる』とすべきである」と言う（推論式を）述べた。理由
と実例は先の通り（＝「集合体であるから。ベッドなどのように」）である。
　これに対してサーンキャ学派は「君の主張には〈（立論者と対論者の）双方に周知〉（相符
極成）という過失がある。『眼などは集合体である他者（＝仮の自我）に（まったく）用い
られない』と説く者などいるはずがない」と論難する。
　西域の論師は「サーンキャ学派の場合，眼などはただ〈集合体ではない他者〉（＝プル
シャ）のためだけ

4 4

に用いられるとされたのではないか。ベッドは（プルシャと仮の自我の）
両方に共通して用いられる。だから，今，ベッドを実例として『眼などもまた集合体である
他者のため（だけ）に用いられる』としても，〈双方承認〉の過失はないはずである」と説
明する。
　だが，サーンキャ学派は「ディグナーガの弟子は，私たちの宗派（＝サーンキャ学派）の
教義に通じていない。プルシャは（純質・激質・暗質という）三種のグナから構成された23
種の真実在（諦 , tattva）を享受するのである。どうして（その真実在の一つである）眼など
について，（真実在の集合体である〈仮の自我〉が）それを受容しないということがあろう
か」と批判する39。
37 共比量とは，提示される推論式が立論者・対論者の双方で承認される要素から成るものである。だが，こ
こで仏教徒が提示する推論式は論証対象に「プルシャ」という自らが認めない要素を含むため，その同類例
を出すことができない。自比量，他比量，共比量については，Moriyama (2013 : 140-143) を参照。
38 他比量とは，対論者が承認する要素を用いながら，対論者の立場を論駁する推論式のことである。この推
論では，「眼などがプルシャに用いられることは優先されない」とまでは言えても，そのプルシャの存在は
否定されていない。Cf. 『明燈抄』376b4 : 他比量中，言汝執我一切無遮。
39 基が紹介する西域の論師とサーンキャ学派との討論について，『大疏』の注釈者たちは，この最後のサー
ンキャ学派の発言が，その前の西域の論師の発言と噛み合っていない点を問題視した。すなわち，西域の論
師がサーンキャ学派に対して提示する「眼などは集合体である他者のために用いられる…」という推論式が，
実際には，〈相符極成〉の過失をもつ，という点がサーンキャ学派から指摘されたわけだが，西域の論師は
それに対して，「サーンキャ学派は『眼などはプルシャだけにより用いられる』と言うのだから，〈相符極
成〉にはならない」と応答する。この流れから，次にサーンキャ学派に期待されるのは，「眼などはプル
シャだけに用いられるのではなく，〈集合体である他者〉（＝仮の自我）にも用いられる」と言う趣旨の応答
である。だが，それに反してサーンキャ学派は「プルシャは三種のグナから構成される23の真実在を享受す
る」と答えるのみで，〈集合体である他者〉と眼などとの関係に言及しない。そこで，『大疏』の注釈者たち
は，テキストの訂正を含む，幾つかの解決策を模索する。今，源信の記述を参考にすると，智周（668-723）
は，先に出る文「例令眼等亦爲積聚他用」を「例令眼等亦爲不積聚他用」と訂正する方向で解決策を考えて
いたようである。『四相違註釈』306b23-28 : 周云：「此中疏錯。與下數論難不相當。應言「眼等唯爲積聚他
用」由除其「不」字。「例令眼等亦爲積聚他用」者此中脱「不」字。應言「亦爲不積聚他用」。此有前餘後少
也。若作此會。與後數論難相符也。」源信自身は，プルシャは何かを用いる主体，眼などは用いられる対象，
そして仮の自我は時に用いる主体にもなり，時に用いられる対象にもなる不定のものと捉えた上で，サーン
キャ学派の23の真実在の考えにはすでに「眼などの個別の真実在を用いる仮の自我」という見方が含まれる
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（これに関して）『成唯識論』でも「プルシャとは精神的なものであり，純質・激質・暗質
から構成される統覚作用（大，mahat）をはじめとする23種の存在者を享受する，（とサーン
キャ学派は）執着している」と説かれている40。これによれば，眼などを（集合体としての
自我だけでなく，）プルシャもまた享受する。
　だからこそ，ただ（私が）先に考えたことの通りになろう。そのなかで，異なる理解が生
じ，「眼などは実在である他者（＝プルシャ）のために用いられるものであり，ベッドなど
は仮の自我という他者にも享受される」とか，「眼などは（プルシャと仮の自我の）二つに
共通して享受され，ベッドはただ仮の自我にだけ享受される」とか（の解釈が）述べられた
のである41。

2.2.3.1.5　ヴァスバンドゥの『勝義七十論』における議論との会通
　（ヴァスバンドゥが著した）『勝義七十論』（Paramārthasaptati）42が『金七十論』に対して，
それを批判して，「『必ず他者のために用いられる』というが，「他者」とは誰のことか。も
し集合体である他者のことだとすれば，〈（立論者と対論者の）双方に周知〉（相符極成）と
いう過失を犯す。もし集合体ではない他者のことだとすれば，（その主張には）〈不成立の限
定要素をもつこと〉（の過失）がある。また，（対論者である仏教徒に対して）同類例も提示
できない。もしベッドを実例とすれば，（その実例は）不成立の論証対象をもつ」と言われ
る。また，この中に（ディグナーガが言う）〈法差別相違因〉という過失もある43。

と見なす。そのため，文面は明確でなくとも，そこに「真実在の一つである眼などは，真実在の集合体であ
る仮の自我によっても用いられる」という含意があると解釈される。上の和訳は，その源信の理解に従った
ものである。Cf.『四相違註釈』306c20-25 : 今解云：神我唯能用。眼等唯所用。假我不定，通能所用。望神
我爲所望眼等爲能。謂二十三諦，總名假我。此總能用眼等別法。故數論難意云：神我所受用三徳所成二十三
諦，豈於眼等無能受用。文雖不具。其義自顯。
40 『成唯識論』2b23-24 :  數論者執：「我是思，受用薩埵刺闍答摩所成大等二十三法。」
41 ここでの議論の要点は，サーンキャ学派の推論式に登場する「眼など」と「ベッドなど」について，それ
が〈プルシャのために用いられる〉のか，〈集合体である仮の自我のために用いられる〉のかに諸注釈者の
理解の相違があったということである。源信の記述から，その相違点をまとめると次のようになる。
1.　『大疏』の定説：「眼など」と「ベッドなど」はいずれも，プルシャと仮の自我の双方に用いられるもの
であるが，そこには〈勝劣〉（優先度）の違いがある。
2.　異説１：「眼など」はプルシャだけに用いられ，「ベッドなど」は仮の自我だけに用いられる。
3.　異説２：「眼など」は両者に用いられ，「ベッドなど」は仮の自我だけに用いられる。
4.　西域の論師の理解：「眼など」はプルシャだけに用いられ，「ベッドなど」は両者に用いられる。
Cf. 『四相違註釈』307b5-13. なお，そこでは上の異説１と２は，文軌による二つの解釈とされている。
42 別名『第一義諦論』とも呼ばれ，ヴァスバンドゥ（世親）作として伝承されるが，現存しない。サーン
キャ学派の者が著した『金七十論』を論駁する意図で書かれたものとされる。基の『成唯識論述記』の中に
『金七十論』がヴァスバンドゥ（天親）の所造であるとの記載があるが，それは伝承の誤りと思われる。詳
しくは金岡（1965）を参照。
43 ヴァスバンドゥはサーンキャ学派の推論式の主張に登場する「他者」の意味を二つに分け，それぞれの過
失を列挙しているが，その意図を汲んで，ディグナーガは〈法差別相違因〉の過失を指摘したのだとされる。
善珠は定賓の解釈を引用する。『明燈抄』377a27-b4 : 二賓師云：彼既避其別立之過。方便寄在積聚假我不樂
宗中，而立所樂非積聚他，而合立之。此即正是以一相因同作事業，成立所樂及以不樂兩類之宗。陳那即言：
「若合立者，因犯相違也。」由此應知世親據別破之，陳那據合破之。今疏主意爲顯意許法差別義。
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2.2.3.1.6　付随する問答
　【問】〈理由の三条件〉のなかでは，これは何の過失なのか。
　【答】彼（＝サーンキャ学派の論師）が（問題の推論式で）この理由を立てた意図は，
「集合体ではない他者（＝プルシャ）のために用いられることが優先される」と証明するこ
とにある。（その場合，）「集合体である他者のために用いられることが優先される」ものは，
異類例である。（このサーンキャ学派が意図した）主張では，同類例はない。（サーンキャ学
派がここで推論式を提示する相手である）仏教では，「集合体でないもの」（＝プルシャ等の
常住なもの）はすべて無いからである。（その場合，）「集合体であるから」という理由は異
類例（＝ベッドなど，集合体である他者のために用いられることが優先されるもの）に適合
する。（だとすれば，）これは逆に九句因のなかの「異類例に適合し，同類例に適合しない場
合」を示しているから，相違因である。（この理由は）第二条件である〈同類例に必ず適合
すること〉（同品定有）を欠いており，第三条件である〈あらゆる異類例に適合しないこと〉
（異品遍無）を欠いている。

2.2.3.2　相違の根拠　〔129c18−23〕
　【『入正理論』の本文】諸々のベッドなどは，集合体である他者のために用いられるから
である。
　【解説】これは（相違の）根拠を解説したものである。（この根拠を）推論式の形で提示
して「眼などは集合体である他者のために用いられるということが優先される。集合体であ
るから。ベッドなどのように。あるものが，集合体ではない他者のために用いられることが
優先されれば，それは集合体ではない。（非存在である）亀の毛などのように」と述べる。
今，これ（＝推論式）を論難して「ベッドなどは，いずれの宗派の場合でも，集合体である
他者のために用いられることが優先されるものと認められるから，論（＝『入正理論』）の
なかで「優先される」（勝）という語は言われていない。（だから，ここでもその語を言う必
要はない）」と述べるにせよ，この認識根拠（＝推論）の意味は，そうなのである。それ以
外の理解を求めてはならない。だから，必ずそう理解すべきである。

（未完）
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